
「はぐくみ支援企業」の募集
徳島県では、「子育てにやさしい職場環境づくり」に積極的に
取り組む企業を、「はぐくみ支援企業」として「認証」しています。

認証のメリット
●子育て支援に積極的に取り組む企業として、イメージアップに
　つながり、求人に有利になります。
●県のホームページや、県主催のマッチングフェア等のイベントで、
　「はぐくみ支援企業」としてＰＲします。
●金融機関による県の中小企業向け融資制度（地域連携企業支援資金）の対象となります。（注１）

●日本政策金融公庫の特別貸付制度の対象となります。
●建設業者については、徳島県の格付けにおいて加点されます。（注２）

（注１）融資の申込み等、詳細については、県ホームページを御確認ください。
（注２）入札参加資格審査申請直前の１月１日時点で認証されている必要があります。
　　　 詳細については、徳島県県土整備部建設管理課（TEL 088-621-2624）まで。

★特に積極的に、他の模範となる優れた取組を実施している企業は、県知事表彰の対象となります。
今後とも、認証制度のメリットを拡充して参ります。

認証の要件や応募は簡単！
要　件
●徳島県内に本・支店又は営業所等を有する企業、団体、個人で、常時雇用している労働者がいること。
●次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を、徳島労働局に届出ていること。
●「一般事業主行動計画」の目標達成に向け、取組や対策を実施していること。
　例えば・パパの育休取得促進
　　　　・妊娠中や産休中からの職場復帰のための相談窓口の設置
　　　　・所定外労働時間削減のための「ノー残業デー」の実施
　　　　・テレワーク等の場所にとらわれない働き方の導入など
　　　　※一般事業主行動計画は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

応募方法
●「はぐくみ支援企業認証申込書」を下記応募先まで郵送又は持参、
　あるいは電子申請

●添付書類「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し
　（労働局の受理印のあるもの）「一般事業主行動計画」の写し

認証制度について
詳しくはこちら

電子申請はこちら

※初めてのご利用は
　利用者登録が必要です。

ちょっと難しそうな「一般事業主行動計画」作成も
電話や直接訪問などでアドバイスします。

 厚生労働省　次世代支援　一般事業主行動計画

徳島県　電子申請

お気軽に
ご相談
ください！

▶応募先　〒770-8570　徳島市万代町１－１
　　　　　徳島県生活環境部　労働雇用政策課　労働・働きがい推進担当
　　　　　ＴＥＬ 088－621－2345　ＦＡＸ 088－621－2852

▶相談先　〒770-0942　徳島市昭和町３丁目 35－１
　　　　　公益社団法人徳島県労働者福祉協議会
　　　　　ＴＥＬ 088－625－8387　ＦＡＸ 088－625－5113




